
有益な整理論点は承認され、2020年6月末までに公表される見込み
IASB がIFRS第17号の修正のさらなる改善を承認
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• 4月23日、IASBスタッフは審議会に、IFRS第17号の修正に係る書面投票プロセスの進捗およびIFRS第17号の導入を支援する活動の状況につい
て、口頭によるアップデートを行った。

• 5月20日、IASBは、整理論点について審議し、そのほとんど全てを全会一致で承認した。

─ 保険獲得キャッシュ・フロー（IACF）以外の契約認識前キャッシュ・フローの会計処理

─ 関連する保険契約グループの認識前に認識されたキャッシュ・フロー係る資産および負債の取扱い

─ 保険契約者に個別に請求可能な法人所得税に係る金額を保険収益に含める

─ 残存カバーに係る負債および発生保険金に係る負債の定義の精緻化

─ 変動手数料アプローチを適用する契約にOCIオプションおよびリスク軽減オプションを同時に適用する方法の明確化

─ 支払または不払が予想されていなかった投資要素の影響の取扱いを明確化し、契約上のサービス・マージンの会計処理を簡素化するため
のB96項(c)の修正

• IASBは、保有している再保険契約からの損失の回収額を決定する場合における、規則的かつ合理的な配分方法の使用に係る修正について、12
対2の賛成多数で決定した。

最近のIASB会議のハイライト
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• IASBスタッフによる口頭アップデートの主なハイライト

• 「IFRS第17号の修正」（以下、「修正」）の最終確定は、継続中の導入プロジェクトを過度に混乱させないために、早急に行うべき
ものと確認される。

• 「IFRS第17号の修正」は、2020年6月末までに公表される見込みである。

• IFRS第17号に関する既存の教育文書は、修正のための更新を行わずに維持される予定である。修正の公表後、修正による変更点に関
するウェブキャストが公開される予定である。

• IFRS第17号の移行リソース・グループ（TRG）は解散されておらず、引き続き相談に対応できるものの、現時点で追加の会議は予
定されていない。

• TRGメール・ボックスなど、IASBウェブサイトで提供されている利用可能な方法を使用して、利害関係者が適用上の課題をIASBス
タッフに提起することを歓迎する。

2020年4月IASB会議のスタッフによる口頭アップデート
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• 整理論点：IASBスタッフは、保険契約グループが認識される前に、支払または受領した当該グループに関する他のキャッシュ・フローが
存在する可能性に言及した。現行IFRS第17号の文言では、当初認識時にそのようなキャッシュ・フローを契約上のサービス・マージン
（CSM）の計算に含めることを認めていない。

• IASBは、保険契約グループのCSMの当初測定に、当該グループが認識される前に認識された当該グループに関連するキャッシュ・フ
ローに係る資産又は負債の認識の中止の影響を含めることを企業に要求するよう、 IFRS第17号を修正することを承認した。

整理論点
契約認識前の資産、負債およびIACF以外のキャッシュ・フローの会計処理

契約認識前の期間

認識

認識の中止

支払期日前、またはIACFの定義
を満たす負債の会計処理前に

受領した保険料

CSMの当初測定に
含めることを要求

保険グループ
の認識
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• 整理論点：IASBスタッフは、第三者から提供されたサービスについて保険者が請求され、未払請求書について、IFRS第9号「金融商品」
に従って負債を認識する状況があり得ることに言及した。当該負債が決済された場合、キャッシュ・フローはIACFの定義を満たす。

• IASBは、他のIFRS基準が、関連する保険契約グループを認識する前に将来の保険獲得キャッシュ・フローに係る負債を認識することを
企業に要求している場合には、当該キャッシュ・フローに係る資産も認識することを企業に要求するよう、IFRS第17号を修正することを
承認した。

整理論点
保険契約グループが認識される前に認識された当該グループに関連するキャッシュ・フローに係る
資産および負債の取扱い

契約認識前の期間

請求書の支払は、
関連する契約グル
ープが認識された
後に行われると見

込まれる

IACF資産は、負債の
認識時点で認識され
る。事後的に戻入れ
られるような純損益

への影響はない

保険グループ

の認識

保険者は、第三
者から提供され
たサービスにつ
いて請求書を受
領し、IFRS第9
号の負債を認識

スライド前頁の整理論点
に関する決定に基づき、
保険グループに関する負
債および資産は、この時

点で認識が中止される
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• 整理論点：IFRS第17号B65項(m)の修正によって意図される結果は、企業が、IFRS第17号を適用して他の発生費用を保険収益として認識する
場合と整合的な方法で、法人所得税のために保険契約者が支払う対価について、保険収益を認識することである。

• IASBは、企業が保険契約の条件に基づいて保険契約者に個別に請求可能な法人所得税に係る金額を純損益に認識する場合に、保険収益を認識
することを企業に要求するよう、IFRS第17号を修正することを承認した。

整理論点
保険契約者に個別に請求可能な法人所得税に係る金額を保険収益に含める

保険収益の分析*

残存カバーに係る負債 X

予想保険金および他の保険サービス費用 X

個別に請求可能な法人所得税に係る金額 X

当期における非金融リスクに係るリスク調整 X

CSMの解放 X

受領した保険料に係る実績調整

保険獲得キャッシュ・フローの回収に係る金額 X

保険収益合計 X

*例示目的でのみ作成

保険収益の一部として含
まれる。この保険収益の
分析では、独立項目とし

て表示されている



Deloitte IFRS Insurance webcast – 2 June 2020© 2020. For information, contact Deloitte China. 8

• 整理論点：一部のコメント提出者は、残存カバーに係る負債（LRC）および発生保険金に係る負債（LIC）の定義の修正案により、保険契約か
ら生じる企業の義務について、その全てではなく一部しか反映されないとコメントした。

• IASBは、 LRCおよびLICの定義に、企業が発行した保険契約から生じる全ての義務を含めるよう、 IFRS第17号を修正することを承認した 。
いずれの定義も、すべての場合に機能するよう、より精緻で「包括的」な構造となる。

整理論点
残存カバーに係る負債および発生保険金に係る負債の定義の精緻化

IFRS第17号の負債合計

契約認識前の資産および負債

残存カバーに係る負債

発生保険金に係る負債

投資要素

保険料の払戻金

第三者への費用
の未払金
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整理論点
変動手数料アプローチを適用する契約にOCIオプションとリスク軽減オプションを同時に適用する

• 整理論点：IASBスタッフは、IFRS第17号89項(b)（当期簿価利回り法）の下でOCIオプションを適用する企業が、IFRS第17号のリスク軽減オ
プションを適用することも選択できると指摘した。リスク軽減オプションを適用した場合は、会計上のミスマッチが生じる。

保険金融収益または費用

基礎となる項目
の100%を保有

P/L

P/L

保険者は基礎となる
項目を保有していない

保険者は基礎となる
項目を保有している

OCI

基礎となる項目
の100%未満

を保有

実効利回り
を使用

当期簿価利
回りを使用

基礎となる項目を保有しているか？

会計方針の選択

当期簿価利回りを使用する。

しかし、リスク軽減オプション

も適用される場合は、P&L表
示に起因して、会計上のミス

マッチが生じる
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整理論点
変動手数料アプローチを適用する契約にOCIオプションとリスク軽減オプションを同時に適用する

• IASBは、IFRS第17号のOCIオプションおよびリスク軽減オプションについて、以下のように修正することを承認した。

(a) IFRS第17号の第88項および第89項は、リスク軽減オプションの適用から生じる保険金融収益または費用には適用されない旨を定める。

(b) リスク軽減オプションの適用から生じる保険金融収益または費用の表示方法を定める新たな要求事項をリスク軽減オプションに追加する。当該
要求事項は、保険契約負債の変動を以下のように表示することを企業に要求する。

ヘッジ手段 保険負債の変動に係る表示

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産およびデリバティブ 純損益

保有している再保険契約 保有している再保険契約によってリスクを軽減するために、企業が
選択したOCIに係る会計方針（すなわち、IFRS第17号第88号およ
び第90号）と同じ
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整理論点
支払または不払が予想されていなかった投資要素の影響の取扱い

• 整理論点：現行文言では、 IFRS第17号B96項(c)の解釈にばらつきが生じる可能性がある。

• IASBは、支払または不払が予想されていなかった投資要素の影響の取扱いを明確にするために、B96項(c)の修正を承認した。以下の例示は、
投資要素の支払いが予想されていなかった場合について示したものである。

期間2期間1 期間3

予想されていな
かった投資要素の
支払いに係る貨幣
の時間価値および
金融リスクの影響

IFIE*として認識すべき
であり、CSMを調整して

はならない

*IFIE – 保険金融収益または費用

投資要素
の支払い
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整理論点
保有している再保険契約からの損失の回収額を決定する場合における、規則的かつ合理的な配分方法
の使用

• 整理論点:スタッフは、特定の再保険契約でカバーされている不利な契約と、当該再保険契約でカバーされていない他の不利な契約を企業
が一緒にグルーピングする場合があり、かつ企業が、保有している再保険契約からの損失の回収額を決定する目的上、基礎となる保険契約
に係る損失額を決定できる程度に、より詳細な情報を有していない可能性があることに留意した。

• IASBは、上述の特定の状況において、保有している再保険契約からの損失の回収額を決定する場合における、規則的かつ合理的な配分方
法

1
の使用を要求するよう、IFRS第17号を修正することを（12対2で）承認した。

不利な契
約B

不利な契約
C

不利な契
約A

1 本整理論点が承認された際に、最終文言はIASBの会議で口頭合意された。

2 基礎となる保険契約－再保険契約でカバーされる契約

契約Cのみが再保険
契約でカバーされる

• 当初認識時に、基礎となる保険契約
に関連する不利な契約グループの損
失部分を決定するために、規則的か
つ合理的な配分方法を使用する²

• 基礎となる保険契約に関連するグ
ループの損失要素の事後的な変動部
分を決定するために、規則的かつ合
理的な配分方法を使用する²

不利な契約グループ 保有している再保険契約からの
損失の回収額の決定

保有している
再保険契約
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なぜ年次コホートなのか? 
年次コホートの要求を変更せず維持するというIASBの決定を支持する理由

• 2020年4月28日、IASBは、IFRS第17号の年次コホートの要求を変更せずに維持することをIASBが決定した理由について、Hans 
Hoogervorst議長による文書を公表した。 この文書では、以下のトピックについて説明している。

保険契約の収益性の経年変化に関する情報の提供

損失の適時認識

- ほとんどの財務報告要求事項の個々の契約レベルにおける適用

- 個々の保険契約に係る会計処理が適切でない理由

- 慎重な計画に不可欠な年次コホート・アプローチ

- 最近のコンサルテーションにおいて提起された年次コホートの要求に対する関係者の反対意見（次頁以降のスライドで説明）

- 年次コホートの要求に係るIASBの審議
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なぜ年次コホートなのか? （続き）
年次コホートの要求を変更せず維持するというIASBの決定を支持する理由

• 2017年5月のIFRS第17号の公表以来、年次コホートの要求は、多くの議論の対象となってきた。 年次コホートの要求の主な根拠は以下の
通りである。

時間の経過に伴う保険契約の収益性の変動に関する情報の提供

年次コホートの要求

損失の適時認識

慎重な計画に
不可欠
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なぜ年次コホートなのか? （続き）
年次コホートの要求を変更せず維持するというIASBの決定を支持する理由

• 本文書は、年次コホートの要求について様々な関係者から提起された3つの主要な懸念、特にリスクの世代間共有のある契約に適用された
場合における懸念、に答えることを目的としている。

• 相互扶助の程度は契約によって大きく異なる

• すべての種類のリスクを保険契約者間で完全に共有し、保険者が全くリスクを負わない契約は、
非常にまれである

• 異なる年次コホート間で、財務業績に重大な差異が生じる可能性がある（特に、契約に最低保証
が含まれる場合）

• 保険者持分に対する最低保証の影響は、個々の年次コホートを不利な契約にし得ることである
（特に、超低金利またはマイナス金利の環境下の場合）

• CSMが年次コホートで会計処理されない場合、以下のような結果をもたらす可能性がある
• 損失が適時に認識されない
• 収益性に関する有意義な傾向を財務諸表が示さない

年次コホートはリスクの
世代間共有を反映してい

ないか？
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なぜ年次コホートなのか? （続き）
年次コホートの要求を変更せず維持するというIASBの決定を支持する理由

• 相互扶助は、リスクを世代間共有する契約における基本原則である。したがって、IFRS第17号は、当該
相互扶助の影響を、年次コホートの測定に含めることを要求している

• 各年次コホートの履行キャッシュ・フローおよびCSMの変動を考慮した調整は、既存の契約からどの程

度の利益が将来の契約やその他の契約に支払われるか、またはその逆であるかを表している

• 年次コホートの要求は、経営者が事業の発展をどのように見込んでいるかについて、有益な洞察を提供

する

• 本文書は、年次コホートの要求について様々な関係者から提起された3つの主要な懸念、特にリスクの世代間共有のある契約に適用された
場合における懸念、に答えることを目的としている。

年次コホートは恣意的な
配分をもたらすか？
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なぜ年次コホートなのか? （続き）
年次コホートの要求を変更せず維持するというIASBの決定を支持する理由

• 本文書は、年次コホートの要求について様々な関係者から提起された3つの主要な懸念、特にリスクの世代間共有のある契約に適用された
場合における懸念、に答えることを目的としている。

• 年次コホートの使用により会計システムは複雑になるが、結果として得られる情報の便益が当該
要求のコストを上回ることから、当該要求は依然として適切である

• いかなる免除規定を設けても、IFRS第17号の複雑性が増大し、かつ許容できない程度にまで、有
用な情報が失われる結果となる可能性がある

• 実務上、年次コホートが常に必要となるわけではない。IFRS第17号の要求事項は、報告すべき金

額を規定しているが、当該金額の算出のために使用される方法については規定していない

リスクの世代間共有のあ
る保険契約にとって、年
次コホートはコストがか
かり過ぎるのではない

か？
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次のステップ

• IASBスタッフは、2020年6月末までに修正されたIFRS第17号を公表する予定であると発表した。

• デロイトは、「IFRS第17号の修正」が公表され次第、録音された保険ウェブキャストを公表する。これは、コメントを求めて以前公表
された文言に対する微修正が書面投票プロセスによって完了した後、当該修正の要点を伝えるものである。
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